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令和７・８年度 町単独事業 第 10 次森町総合計画策定支援業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名 

  令和７・８年度 町単独事業 第 10 次森町総合計画策定支援業務 

 

２ 委託期間 

  契約締結日から令和９年３月 29 日まで 

 

３ 業務の目的 

  これからの新しい時代の動向に的確に対応し、本町の特性を生かした真の

豊かさを実感できる地域社会を構築するため、将来の本町の姿を示す「第 10

次森町総合計画（令和８年度～令和１７年度）」（以下「計画」という。）の策

定支援を行うことを目的とする。 

 

４ 計画の概要 

  計画の構成及び計画期間は次のとおりとする。 

 (1)  基本構想 

まちの将来像やまちづくりの目標を定めるもので、計画期間は 10 年と

する。 

 (2)  基本計画 

基本構想の実現に向けて実施する施策の体系や方向性を定めるもので、

計画期間は前期基本計画５年、後期基本計画５年とする。 

政策の基本的な考え方（現状や課題）、取組の方向性のほか、施策の達

成度を測る指標等を設定する。 

なお、人口減少克服・地方創生を目的とした「森町人口ビジョン及びま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」については計画に統合し、策定に当たっ

ては、国や県の総合戦略を踏まえた内容とする。 

特に国の総合戦略が抜本的に改訂され、「デジタル田園都市国家構想総合戦

略」になったことを踏まえ、デジタルの力も活用した地方創生を前提とした

内容とする。これに伴い、「森町ＤＸ推進計画」も計画に統合する。 

 

５ 業務内容 

 (1)  基礎調査 

本町及び静岡県等の各種計画書等を収集するとともに、近隣自治体・類

似自治体との比較や現況基礎データ（統計書等）を分析し、計画策定の基

礎とする。特に本町と地域特性が類似し、先進的な取組を行っている自治
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体事例を収集・分析し、施策への反映を検討する。 

(2)  町民等意向調査の実施と分析、支援 

ア 町民アンケート調査の実施、集計、分析及び報告書作成 

    15 歳以上（高校１年生以上）の 2,000 人を抽出し、郵送配布及び回収

を行う。ただし、調査票の配布、回収に係る費用は受託者が負担する。 

なお、アンケート調査の実施については、デジタルを用いた手法も併用

すること。 

イ 中学生アンケート調査等の実施、集計、分析及び報告書作成 

  中学生（令和７年度：約 400 名）に対して、中学生アンケート調査等を

実施して町への意見を募集する。ただし、調査票の配布、回収に係る費用

は森町が負担する。 

なお、アンケート調査等の実施については、デジタルを用いた手法も併

用すること。 

  ウ 町内６地区の広聴会開催支援（各地区１回）と意見の集約及び分析 

  エ その他町民等の意向の提案・実施 

    上記、アからウまでの方法以外で、従来の方式にとらわれない手段での

町民等の意見の効果的な聴取方法の提案及び実施 

(3)  現行計画の進捗状況の確認 

    現行計画の施策ごとに達成度を評価するために、現行計画の進捗管理結

果の取りまとめ等を行うとともに、計画への反映を行う。また、必要に応じ

て、各課ヒアリングを実施し、計画策定の基礎とする。 

ア 第９次森町総合計画 

  現行計画の施策、目標指標等の進捗・達成状況等を把握し、その効果や達成

状況の要因、課題等を評価・検証する。 

イ 第２期森町人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略 

  具体的な取組の進捗状況やＫＰＩ（重要業績評価指標）等の達成状況に

ついて把握し、それぞれの効果や達成状況の要因、課題等を評価・検証す

る。 

(4)  人口ビジョンの検証 

現行の森町人口ビジョンの推計値と実績値の分析・検証をした上で、最

新の人口データに基づき、将来人口を推計する。 

また、推計結果等を踏まえ、本町の示す方針に基づき、本町が目指す人

口、地域社会像等の将来展望を記載した「人口ビジョン」について見直し

を行う。 

(5)  総合計画（基本構想、前期基本計画）の作成支援 

ア 構成案の提案 

現行計画との整合性、基礎調査結果、町民意向調査の結果等を踏まえて、
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計画書の構成案（項目立てやレイアウト等）の提案を行う。 

また、審議会等での意見を踏まえ、本町のまちの将来像がイメージでき

るイラストを作成する。イラストは、町民にまちの将来像のイメージが伝

わるように工夫すること。 

イ 重点施策や行政方針の設定に関する助言 

  現行計画との整合性、基礎調査結果や町民意向調査結果等を踏まえて、

重点施策や行政経営方針の設定に関する助言を行う。 

ウ 成果指標等の設定に関する助言 

  計画のＰＤＣＡマネジメントサイクル（政策評価や事務事業評価）への

活用や町民に分かりやすく成果を報告するために設定する成果指標（目

標値）やウェルビーイング指標等の新たな目標設定について助言を行う。 

エ 本町の主要計画との整合に関する助言 

  本町の主要な計画（行財政改革大綱、都市計画マスタープラン等）との

連携性を高め、実行力のある計画にするための工夫やアイデアに関する

助言を行う。 

エ その他の助言 

  本町が計画を策定する過程において生じた疑問点を解消するための助

言等を行うとともに、必要な事項について打合せを必要な都度行う。 

(6)  パブリックコメントの実施支援 

計画案が確定した段階で行うパブリックコメントに際し、実施に関す

るアドバイス、意見への対応案の作成、計画への反映等を行う。 

(7)  会議等の運営支援（運営方法の提案及び会議資料、議事録の作成等） 

庁内関係部局で構成する総合計画策定委員会（６回程度）の運営支援や総

合計画審議会（６回程度）の運営支援、まちづくり検討会（５回程度）の運

営支援、議会対応等の資料作成等を支援する。 

なお、運営支援については、原則対面での運営支援とする。 

(8)  計画書及び概要版の印刷製本 
・アンケート結果報告書 データ 1 式 
・第 10 次森町総合計画本冊 500 部及び電子データ 
・第 10 次森町総合計画概要版 7,500 部及び電子データ 
・業務報告書 １部 
・本業務関連の電子データ一式（ファイル形式は、ワード、エクセル及
びＰＤＦとする。） 

 


